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知っておきたい！

障がいに関するマーク
障がいの有無にかかわらず
当たり前に生活できるまち

国際シンボルマーク
障がいのある人が利用しやすい施設

であることを示す世界共通マークで

す。駐車場などで見かけた場合には、

障がい者が利用できるように配慮を

お願いします。

ほじょ犬マーク
ほじょ犬とは、盲導犬、介助犬、聴導

犬のことをいいます。民間施設など

でもほじょ犬が同伴できるようになっ

たことを啓発するマークで、施設の

入口などに表示されています。

オストメイトマーク
人工肛門、人工膀胱を造設している

人（オストメイト）のための設備がある

ことを示すマークです。このマークを

トイレで見かけた場合は、対象者が利

用できるように配慮をお願いします。

身体障害者標識
身体が不自由なため、条件付きで運

転免許が認められている人が、自動

車につけるマークです。

ヘルプマーク
外見から分からなくても、援助や配慮

を必要としている人が、周囲にその

ことを知らせるマークです。困ってい

ることを見かけたら声をかけるなど、

思いやりのある行動をしましょう。

盲人のための国際シンボルマーク
視覚障がいのある人の安全やバリアフ

リーに考慮した、建物、設備、機器であ

ることを示す世界共通のマークです。

このマークを見かけたら、対象者が利

用できるように配慮をお願いします。

ハート・プラスマーク
身体内部に障がいがあることを示す

マークです。このマークを見かけた

ら、近くでの携帯電話の使用を控え

るなどの配慮をお願いします。

聴覚障害者標識
聴覚障がいがあるため、条件付きで

運転免許証が認められている人が、

自動車につけるマークです。

共に生きる
豊かな社会を目ざす
「障害者差別解消法」
　すべての人が障がいのあるなしによって分けへだて

られることなく、お互いに個性や人格を尊重しあいなが

ら共に生きる社会を実現していく。そのためには社会

全体で障がいを理由とする差別をなくしていかなくて

はなりません。障害者差別解消法は、国や市町村だけ

ではなく会社やお店などの事業者にも、正当な理由な

く障がいを理由にして差別することを禁止しています。

対象となる
「障がいのある人」
 とは？
　身体障がい、知的障がい、精神障がい（発達障がい

および脳機能障がいを含む）そのほか心身機能障がい

（難病等に起因する障がいを含む）があり、障がいや社

会の中にある障壁（バリア）によって日常生活や社会活

動が困難になっているすべての人です。障がい者手帳

を持っていない人も含まれます。
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障がいを理由とする差別をなくし
合理的配慮の提供をしましょう

わたしたち一人ひとりにできること
わたしたちが障がいのある人と接するとき、どんな気づきや

心づかいが役に立つのか、以下の例を参考に考えて行動しましょう。合理的配慮とは
　障がいのある人から差別解消の申出があったときに、負担
が重すぎない範囲で対応することです。障がいのある人とよく
話し合い、できる範囲で取り組みましょう。

※令和6年4月から事業者による合理的配慮の提供が義務化
されています。事業者には、営利・非営利・個人・法人を問わ
ず、ボランティア組織なども含まれます。

視覚障がいがある人に、
メニューの内容をスタッフが
読み上げながら説明する。

車いす利用者が
電車やバスなどに乗降
するときに手助けをする。

障がいの特性に配慮し、
文書の文字を大きくしたり、
ふり仮名をつける。

まちのなかで

困っている人を見かけたら、
こちらから積極的に声をか
けて協力を申し出る。

スーパーで 電車やバスなどで

車いすの利用者
など、高いところ
に手が届きにくい
人のために、高い
ところに陳列され
ている商品を代わ
りに取って渡す。

席を必要としている人がいた
ら、優先席でなくても進んで席
をゆずる。

階段などで

車いすの利用者が階段など
で困っているときは、複数の
人で協力して
サポートする。

歩道で 補助犬について

視覚障がいのある人を誘導す
る点字ブロックの上に、
自転車などを駐輪し
ない。

身体障がい者補
助犬（盲導犬な
ど）の役割を理
解して、補助犬
の邪魔になるよ
うなことはしな
い。

自転車などで

自転車のベルなどに気づか
ない人がいたら、聴覚障がい
などの理由を考えてみる。

デパートなどで 優遇措置について

デパートなどの車いす・ベ
ビーカー優先のエレベーター
は、できるだけ
利用しない。

障がいのある人が優遇される
のは、平等にするために必要
な配慮として理解を示す。
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